
合併調整項目調整状況

事務事業番号 5017 専門部会名 商工観光 分科会名 商工 担当部署

事務事業名

合併後調整内容【調整済】

【補助金算出基準】
　予算に基づく定額補助
【事業概要】
・上田商工会議所の小規模企
　業に対する経営支援に係る
　事業に対して助成
【平成16年度実績】
　交付額：2,708,000円
＊県の小規模事業経営支援事
　業費補助金と同様に上田商
　工会議所の小規模事業経営
　支援事業費特別会計に交付

○小規模経営改善普及事業
【補助金算出基準】
・県から交付される小規模事
　業指導費補助金交付要綱に
　よる補助金の前々年度の補
　助額の2分の1か前々年度商
　工会一般会計本会費収入決
　算額の3分の2のいずれか少
　ない額
【事業概要】
・丸子町商工会の規模企業に
　対する経営支援に係る事業
　に対して助成
【平成16年度実績】
　12,000,000円
○小規模事業経営支援事業
(H16.4.1施行)
【補助基準】
・長野県が補助金を交付する
　小規模事業経営支援等補助
　金（チャレンジ枠）事業に
　要する経費の2分の1以内（
　限度額：100万円）
・H16年度実績なし

【補助金算出基準】
　町長が認めた額
【事業概要】
・近代的経営管理方法の導入
　等経営管理に関する指導
・技術の向上、新たなる事業
　分野の開拓等に寄与する情
　報の提供等
　①経営指導員の指導
　②講習会の開催による指導
　③金融斡旋
　④事務代行
　⑤記帳継続指導
【平成16年度実績】
　3,000,000円

・該当なし

　上田商工会議所（上田市商工会議所、上田市塩田商工会、上田市川西商工会
が合併）、上田市商工会（旧丸子町・旧武石村商工会が合併）及び真田町商工
会の補助金（調整項目5014）について、事業費補助を基準とした補助金交付の
統一基準（上田市商工団体支援事業補助金交付要綱）を策定し、平成24年度分
から適用。
　なお、商工会補助金については、3年間の激変緩和措置を講ずる。（平成24
年度：70%、平成25年度：60%、平成26年度以降：50%）
　また、小規模経営指導事業補助金についても、補助金交付基準の統一にあわ
せて、商工会議所・商工会補助金に統合、平成24年度分から適用。

　合併時は現行のとおりとす
る。
　合併後、平成18年度中に内
容を精査し、算出根拠を明確
にした上で平成19年度には商
工会議所・商工会補助金に統
一し、廃止する。

商工課

　小規模経営指導事業補助金

合併前の事務事業の状況
旧上田市 旧丸子町 旧真田町 旧武石村

合併後調整方針(協議会決定)


